
参考資料２ 

米国主要大学の研究公開ポリシーについて 

 
２０１６．１２．１６ 

上席学術調査員 下田隆二 
 第 4 回の委員会で杉山滋郎先生から紹介されたシカゴ大学のほか、米国の代表的な大学

であるスタンフォード大学（私立・西海岸）、カリフォルニア大学バークレー校（州立・

西海岸）、マサチューセッツ工科大学（私立・東海岸）について、その研究公開に関する

ポリシーを各大学のウェッブから調査した。以下、その概要（詳しくは参考資料参照）。 
 
１．シカゴ大学 

 シカゴ大学では、秘密が関係する業務（"Classified” work）はシカゴ大学の名のも

とに、または、シカゴ大学の施設・リソースを用いては、行わないと規定されている。 

なお、「秘密」が関係する業務（"Classified” work）は、連邦政府の研究資金提供機関

または他の政府機関による「秘密」指定の下に行われる業務と定義されている。 
 
 ただし、大学の研究者が個人として秘密情報へのアクセスのためのクリアランスを受

け、秘密情報が関係する領域で政府に対し（大学から）独立したコンサルタントとして

業務に従事することができるとされ、また、アルゴンヌ国立研究所（ANL） では、所

要の手続を経て、秘密が関係する業務に参加することができるとしている。 
 
 

２．スタンフォード大学 

 スタンフォード大学では、研究の公開性の対する大学のコミットメントを表明してお

り、研究の公開性の原則を実施するため、秘密を求めるいかなる研究プログラムも、一

部例外を除き、スタンフォード大学では行わないこととしている。また、秘密を求める

プログラムや許容される例外等を具体的に規定している。 
 
 秘密を要求しているとみなされる研究プログラムとしては； 
・プロジェクトを設定するスポンサー書面やグラント書面の一部でも自由に公表できな

い場合、 
・研究プロジェクトの過程において生み出される書面が、秘密とされるべき正当な権利

を外部のスポンサーが持つ情報がその書面の公開によって漏洩しないことを確認するに

必要とされる妥当な期間（９０日）を超えて、スポンサーによる公表の規制の対象にな

ると想定される妥当な根拠がある場合、 
・プロジェクトの過程において秘密情報へのアクセスが必要となり、その情報が研究に

とって極めて枢要であるために、秘密情報に通じていない研究グループの一員が知的に

枢要なプロジェクトのすべての部分に全面的には参加することができなくなる場合 
を規定している。 
 
 また、以下の発表の一時的遅延と秘密保持に係る手続きは許容できるとしている。 
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（発表の一時的遅延） 
 特許申請目的又はスポンサーによる原稿のレビューとコメント目的の場合の短期間の

遅延（９０日を超えない）等を認めている。また、これを超える場合、３．研究にとっ

て最善である場合、副学長・研究部長は、より長い公表遅延となる契約の大学は承認す

ることができるとし、その申請手続き（求める理由、誰が公表決定に権限を持つのかに

関する説明、定められた期限内に研究者の公表を許す規定に係る書面等の明示等）を規

定している。 
 
（秘密保持） 
 研究プログラムにおいて外部の個人又は組織が研究者に秘密情報(confidential 
information)を提供した場合、秘密を保持する規定や、提供された秘密情報のいかなる

部分も研究者が意図してか否かにかかわらず公開しないことを確認するために情報源が

公表内容を審査する期間として研究成果の公表を短期間遅延させる規定を設けることは

可とされる。 
 
 ただし、いかなる場合においても、学生の修士論文又は博士論文の時宜を得た提出や

研修生の成果公表に支障となる公表の遅延延長の取決めや契約により規定されるプロジ

ェクトに、教員は学生や研修生を参加させてはならない、としている。 
 
 また、例外的な場合として、輸出管理・その他の国家安全保障管理の対象となる他で

創成された情報へのアクセスにより顕著にその目的を進展させることができる場合、そ

の情報へのアクセスを参加研究者（複数）の一人に与える規定を行うことは可としてい

るが、これを許容できる要件を限定的に定義している。 
 
 

３．カリフォルニア大学バークレー校 

 カリフォルニア大学バークレー校は、アイディアのファカルティ及び学生の間でのす

べてのフォーラム（教室、研究室、セミナー、集会その他）での自由な交流のためのオ

ープンな教育研究環境の維持にコミットしているとし、外部からの研究支援を受けた結

果として公表の自由への基本的な制限はあってはならない、としている。 
 
 具体的には、バークレーキャンパス 1は、スポンサーのいかんを問わず、プロジェク

トの人員に単に秘密情報へのアクセスを許可し、また、秘密の研究サイトへの立ち入り

を許可することのみを意図したものであっても、秘密（classified）の研究プロジェクト

を受け入れない、としている。 
 
 また、公表の自由への基本的な制限を受け入れることは出来ず、従って、大学のプロ

ジェクトに対し外部のスポンサーが拒否権や検閲権を持つ公表の制限を受け入れること

                                                   
1 「キャンパス」としている点に留意。 
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は出来ないとしているが、スポンサーが刊行物をレビューし、（1）コメントや示唆を提

供し、及び／又は、（2）財産権的データが誤って公開されないことを確認するために、

60 日を超えない公表の遅延は受け入れ可能としている。（特許化が可能なアイディアに

関して公表原稿を大学及び／又はスポンサーが審査する場合、90 日を超えない公表の遅

延も受け入れ可能である）。また、スポンサーの財産権的（proprietary）データや試料

へのアクセスを許可するスポンサード・プロジェクトは、これらデータや試料へのアク

セス、使用及び保護に係る規制がグラントや契約下でなされた学術的な知見の全面的な

流布を制限せず、かつ、大学に金銭的な責務を負わせない場合のみ、受け入れる、とし

ている。 
 
 

４．マサチューセッツ工科大学（ＭＩＴ） 

 オープンな研究と学術研究者間の自由な情報交換というポリシーの深遠なメリット

は、MIT の組織としての責務と国家全体の利益にとって必要不可欠であり、公開性は、

秘密（classified）研究や成果が事前の許可（例えば、研究を支援する政府や企業の許

可）なく公表できない研究を、MIT がキャンパス 2内で行わないことを一般的なポリシ

ーとして求めるとし、キャンパスで行われる研究プロジェクトの大部分は、研究の自由

と知識のオープンな交換の原則に完全に即して行うことが出来るとしている。 
 
 他方、MIT は、国家にとって重大な関心事となる科学技術の重要な分野で、ユニーク

な役割を持つ機関であるとの認識を示し、きわめて限られた場合には、研究成果の即時

の拡散が社会の最善の利益とはならないこともある機微な分野の技術に係る場合がある

との認識を示し、このような場合、公開、秘密、並びに外国籍の学生及び学術研究者の

アクセスに係るこれらのポリシーの例外が設けられる場合（MIT のミッションにとって

極めて重要であって、かつ、国の利益にとって例外の必要性が明らかに求められる極め

て稀な場合）があるとしている。研究プロセスの秘密、資金源の秘密、研究成果の秘

密、若しくは、公表又はアクセスへの制限を求める MIT のアカデミックな組織（リン

カーン研究所を除く 3）で行われる全ての研究は、Provost の事前の承認を得なければ

ならないことを、MIT のポリシーとする。 
 また、学生の学位論文も同様のポリシーが適用されるとしている。 

 
  

                                                   
2 「キャンパス」としている点に留意。 
3 リンカーン研究所は国防総省が研究費を提供する Federally Funded Research and 
Development Center の一つであり、本ポリシーの適用対象外とされている。 
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（参考１－１）米国シカゴ大学の秘密が関係する研究の実施に関するポリシーの概要 

 
シカゴ大学の秘密が関係する研究の実施に関するポリシー（University of Chicago Policy 

on Performing Classified Research4：参考１－２参照）の概要は以下のとおり。 
 
１．原則 

 シカゴ大学の秘密が関係する研究の実施に関するポリシー（University of Chicago 
Policy on Performing Classified Research）では、秘密が関係する業務（"Classified” work）
はシカゴ大学の名のもとに、または、シカゴ大学の施設・リソースを用いては、行はない

と規定されている。 
 なお、「秘密」が関係する業務（"Classified” work）は、連邦政府の研究資金提供機関

または他の政府機関による「秘密」指定の下に行われる業務と定義されている。 
 

２．例外（個人として及びアルゴンヌ国立研究所での活動） 

 大学の研究者が個人として秘密情報へのアクセスのためのクリアランスを受け、秘密

情報が関係する領域で政府に対し（大学から）独立したコンサルタントとして業務に従事

することができるとされている。また、アルゴンヌ国立研究所（ANL）5では、米国エネ

ルギー省（DOE）の定める秘密が関係する業務のためのセキュリティポリシーと運用の

もとに、秘密が関係する活動が一部で行われているとし、DOE からの適切なクリアラン

スを得て、シカゴ大学の教員は ANL において秘密が関係する業務に参加することができ

るとしている。 
 
  

                                                   
4 本項の記述はシカゴ大学 ”University of Chicago Policy on Performing Classified 
Research” (http://ura.uchicago.edu/page/classified-research) による。 
5 DOE の委託により UChicago Argonne, LLC が運営する Federally Funded R&D 
Centers（いわゆる国立研究所）の一つ。 



 
 

5 
 

（参考１－２）シカゴ大学 Policy on Performing Classified Research  
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（参考２－１）米国スタンフォード大学の研究の公開性に係るポリシー 

 
スタンフォード大学の研究の公開性に係るポリシーについて同大学のウェッブから調査

した。以下、該当部分 6の仮訳。 
 
１．アカデミックカウンシル代議員会（Senate of the Academic Council）決議 

（スタンフォード大学は）研究の公開性の対する大学のコミットメントを表明し、成果の公

表に係る制限を含む秘密を定義しこれを禁止するとともに、このポリシーの下で許容でき

る規定を特定する。研究の公開性の原則－すべての関心のある人々による、研究の基礎とな

るデータ、プロセス及び最終的な成果への自由なアクセスの原則－は最も重要な項目の一

つである。研究の公開性の原則を実施するため、秘密（定義は後出）を求めるいかなる研究

プログラムも、第 4 項に規定するものを除き、スタンフォード大学では行わないことを評

議会代議員会は決定する。 
 
２．秘密を要求しているとみなされる研究プログラム 
以下のプログラムは秘密を要求しているものとみなす。 

・プロジェクトを設定するスポンサー書面やグラント書面の一部でも自由に公表できない

場合。 
・研究プロジェクトの過程において生み出される書面が、秘密とされるべき正当な権利を外

部のスポンサーが持つ情報がその書面の公開によって漏洩しないことを確認するに必要と

される妥当な期間（９０日）を超えて、スポンサーによる公表の規制の対象になると想定さ

れる妥当な根拠がある場合。 
・プロジェクトの過程において秘密情報へのアクセスが必要となり、その情報が研究にとっ

て極めて枢要であるために、秘密情報に通じていない研究グループの一員が知的に枢要な

プロジェクトのすべての部分に全面的には参加することができなくなる場合。 
 
３．アカデミックカウンシルで採択されたルール 

アカデミックカウンシルで 1967 年 9 月 29 日に採択されたルールは以下のとおり改訂す

る。 
（１）課題設定時に秘密の修士論文又は博士論文となることがかなりの確度で予見され

る場合、修士論文又は博士論文のための研究は行わない。 
（２）秘密の修士論文又は博士論文は学位の根拠として受け入れない。 
（３）審査のためにAdvisory Board全体でアクセスできない学者としての活動は、任用、

再任用、または昇進の関連では考慮されない。 
（４）寄付や契約が大学として次の事項のいずれかに関する公開の自由を制約する場合、

大学は研究の実施に関する契約を締結せず、寄付を受けない。 
・契約や寄付の存在 

                                                   
6 https://doresearch.stanford.edu/policies/research-policy-handbook/conduct-
research/openness-research 
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・行われる研究の概要 
・外部の契約者・寄付者のアイデンティティ 
・研究成果 

ただし、a) 特定の研究の実施を求めていない匿名の寄付の場合、b) プライバシー保護

のための正当な理由で匿名を希望する個人又は非政府組織からの寄付や契約の場合は、

本項は適用しない。 
 
４．許容できる規定を含む研究プログラム 

（A）存命の人 

インタビューやその他の手法により存命の人を試験することを含む研究プログラムの

場合、個人のプライバシー権の保護に係る妥当な規定を行うことは可。 
 

（B）国家安全保障規制 

研究プログラムであって、輸出管理・その他の国家安全保障管理の対象となる他で創成

された情報へのアクセスにより顕著にその目的を進展させることができる場合、その情

報へのアクセスを参加研究者（複数）の一人に与える規定を行うことは可。ただし、国家

安全保障管理に係る情報が研究プログラムにとって、十分に周辺的（peripheral）である

ことが必須である。周辺的（peripheral）の意味するところは、国家安全保障管理に係る

データと全体の研究活動との関係が十分に遠くなければならず、その結果； 
・国家安全保障管理に係るデータへのアクセスが制限されている研究グループの一員が、

知的に枢要なプロジェクトの部分全てに全面的に参加することができる（つまり、アクセ

ス制限のため知的に不利な立場に置かれない）、かつ、 
・研究の最終的な結果のいかなる部分、あるいは、研究プロセスの些末な部分でも、これ

が２項において規定される以上の期間にわたる公表の規制対象となる実質的な懸念

(substantial basis for an expectation)がないこと、 
である。 

 
（C）発表の遅延 

スポンサー研究プログラムにおいて、スタンフォード大学とスポンサー間で以下の事

情により研究成果の公表の遅延に係る契約を合意することは可。 
１．プロジェクトの始期において、スポンサーが公表を抑圧したり、原稿に実質的な変更

を課することを試みたりすると考える根拠が存在しない場合において、特許申請目的又

はスポンサーによる原稿のレビューとコメント目的の場合の短期間の遅延（９０日を超

えない） 
 
２．複数サイトでの臨床研究であって、論文委員会（publication committee）が参加サ

イトからデータを受領し、共同での公表について決定を行う場合の、より長期の遅延（遅

延はすべてのサイトでの研究終了から 24 月を超えない）。このような遅延は、スタンフ

ォードの研究者が一定の遅延期間後に制限なく公表できることが保障されている場合に

のみ許容される。 
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３．研究にとって最善である場合、副学長・研究部長は、より長い公表遅延となる契約を

承認することができる。このような契約承認の求めは； 
・求める理由、 
・誰が公表決定に権限を持つのかに関する説明、及び 
・他の考慮事項にかかわりなく、定められた期限内に研究者の公表を許す規定に係る書面 
を含まなければならない。 
 いかなる場合においても、学生の修士論文又は博士論文の時宜を得た提出や研修生の

成果公表に支障となる公表の遅延延長の取決めや契約により規定されるプロジェクトに、

教員は学生や研修生を参加させてはならない。 
 

（D）秘密保持 

研究プログラムにおいて外部の個人又は組織が研究者に秘密情報 (confidential 
information)を提供した場合、秘密を保持する規定や、提供された秘密情報のいかなる部

分も研究者が意図してか否かにかかわらず公開しないことを確認するために情報源が公

表内容を審査する期間として研究成果の公表を短期間遅延させる規定を設けることは可。

ただし、その規定には、①可能な限り迅速に審査すること、②提供した秘密情報を保護す

る以外のいかなる理由からも公表を阻害しないこと、③秘密情報の漏えいとなると情報

源が考える文章を特定して指摘することを、情報源が保証する規定を含まなければなら

ない。 
 
（E）個人的文書、日記等 

研究プログラムにおいて、研究者に個人的文書や日記等が提供される場合、著者や名宛

人の個人のプライバシーを守るために、これら文書等の秘密を守るための規定を設ける

ことは可。 
 
５．レビュー 

 本ポリシーは、最低、毎年、研究委員会（Committee on Research）でレビューされるも

のとする。研究ポリシーの改訂を検討するための会合は、委員会のウェッブやその他適当な

手段でアナウンスされるものとする。 
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（参考２－２）米国スタンフォード大学：Openness in Research 
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出 所 ： https://doresearch.stanford.edu/policies/research-policy-handbook/conduct-
research/openness-research 
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（参考３－１）米国カリフォルニア大学バークレー校の研究の公開性に係るポリシーにつ

いて 

 
カリフォルニア大学バークレー校の研究の公開性に係るポリシーについて同大学のウェ

ッブから調査した。以下、該当部分 7の仮訳。 
 
「公開性と公表の自由に係るポリシーガイドライン」 
 
 カリフォルニア大学バークレー校は、アイディアのファカルティ及び学生の間でのすべ

てのフォーラム（教室、研究室、セミナー、集会その他）での自由な交流のためのオープン

な教育研究環境の維持にコミットしている。このような環境がすべての学問分野における

研究の進展に貢献する。外部からの研究支援を受けた結果として公表の自由への基本的な

制限はあってはならない。 
 
 公表の自由は、もちろん、公表の義務ではない。ファカルティの行動規範では、ファカル

ティの一員は、「知の利用、拡張及び伝達において批判的な自制と判断を行う義務を負う」

とされている。外的な要因ではなく、この批判的な自制と判断が公表の内容と時期を決定す

べきである。 
 
○秘密研究（Classified Research） 
 バークレーキャンパスは、スポンサーのいかんを問わず、プロジェクトの人員に単に秘密

情報へのアクセスを許可し、また、秘密の研究サイトへの立ち入りを許可することのみを意

図したものであっても、秘密（classified）の研究プロジェクトを受け入れない。秘密研究

が受け入れられない主な理由は、（1）結果としてキャンパスの施設のクリアランスが必要と

なること、（2）必然的に公表の規制がかかることである。秘密のプロジェクトは、一般に、

教育、研究及び公的サービスをミッションとするバークレーのキャンパスと相容れない。 
 
○スポンサーの財産権的情報（proprietary information）の利用 
 スポンサーの財産権的データや試料へのアクセスを許可するスポンサード・プロジェク

トは、これらデータや試料へのアクセス、使用及び保護に係る規制がグラントや契約下でな

された学術的な知見の全面的な流布を制限せず、かつ、大学に金銭的な責務を負わせない場

合のみ、受け入れる。財産権的データや試料は、大学の研究者が受け取る前に、スポンサー

によりそのようなデータ・試料であると必ずラベルされなければならない。スポンサーは、

公表物におけるスポンサーの名前への言及を禁止することを求めてはならない。 
 
○研究成果の公表と普及 
 カリフォルニア大学は、公表の自由への基本的な制限を受け入れることは出来ず、従って、

                                                   
7 Policy Guidelines Governing Openness and Freedom to Publish  
http://vcresearch.berkeley.edu/research-policies/policy-guidelines-governing-openness-
and-freedom-to-publish 
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大学のプロジェクトに対し外部のスポンサーが拒否権や検閲権を持つ公表の制限を受け入

れることは出来ない。スポンサーが刊行物をレビューし、（1）コメントや示唆を提供し、及

び／又は、（2）財産権的データが誤って公開されないことを確認するために、60 日を超え

ない公表の遅延は受け入れ可能である。いずれの場合においても、（公表）内容に関する最

終的な決定権が著者になければならない。特許化が可能なアイディアに関して公表原稿を

大学及び／又はスポンサーが審査する場合、90 日を超えない公表の遅延も受け入れ可能で

ある。60 日の遅延と 90 日の遅延の両方が該当する場合には、全遅延期間は 90 日を超えて

はならない。 
 
○物的な（tangible）研究成果 
 バークレーキャンパスは、大学により生み出された成果やデータがスポンサーの所有と

なり、大学の学術目的での使用（他の研究者との情報の共有を含む）ができなくなるスポン

サード・プロジェクト取り決めを受け入れない。物的な研究成果や製品（例えば、生物試料、

化合物、コンピュータソフト、機械スペック、描画、図面）を商業的に普及することに係る

大学の権利を制限することは、（1）グラントや契約において特定されている物的な成果物を

対象とし、（2）中心的な研究の知見の公表や非商業的な普及（学術目的での他の研究者への

成果の配布を含む）を全く制限しない場合に限り、受け入れ可能である。 
 
1991 年 5 月 
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（参考３－２）カリフォルニア大学バークレー校 

  

出 所 ： http://vcresearch.berkeley.edu/research-policies/policy-guidelines-governing-
openness-and-freedom-to-publish 
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（参考４－１）米国マサチューセッツ工科大学（MIT）の研究公開ポリシーについて 

 
 マサチューセッツ工科大学（MIT）の研究の公開性に係るポリシーについて同大学のウ

ェッブから調査した。以下、該当部分 8 の仮訳。 
 
 有望な知的領域の研究と探索を奨励することは、MIT がそのファカルティ、学生及び社

会全般に対して持つ最も基本的な義務の一つである。オープンな研究と学術研究者間の自

由な情報交換というポリシーの深遠なメリットは、MIT の組織としての責務と国家全体の

利益にとって必要不可欠である。公開性は、秘密（classified）研究や成果が事前の許可

（例えば、研究を支援する政府や企業の許可）なく公表できない研究を、MIT がキャンパ

ス内で行わないことを一般的なポリシーとして求める。公開性は、また、外国籍のファカ

ルティ、学生及び学術研究者が、これらの者が MIT にいる場合は、MIT の教育研究活動

へのアクセスを制限されないことを求める。 
 
 キャンパスで行われる研究プロジェクトの大部分は、研究の自由と知識のオープンな交

換の原則に完全に即して行うことが出来る。しかし、MIT は、国家にとって重大な関心事

となる科学技術の重要な分野で、ユニークな役割を持つ機関である。知識の探究が、きわ

めて限られた場合には、極めて重要であるが研究成果の即時の拡散が社会の最善の利益と

はならないこともある機微な分野の技術に係る場合があることを、MIT は認識している。

このような場合、公開、秘密、並びに外国籍の学生及び学術研究者のアクセスに係るこれ

らのポリシーの例外が設けられる場合がある。例外が認められるのは、その業務が MIT
の教育ミッションにとって極めて重要であって、かつ、国の利益（national good）にとっ

て例外の必要性が明らかに求められる、極めて稀な場合のみである。これらの条件が満た

されない場合、MIT はその活動を拒否するか、その活動を継続せず、適切な場合には、キ

ャンパス外やその他の場所でその活動を行うことを検討することを提案する。キャンパス

における秘密研究あるいは制約された研究の実施は MIT のアカデミックな環境を激烈に

変えるものなので、それぞれのプロジェクトは MIT 全体への影響を考慮してレビューさ

れ行われることが必須である。 
 
 従って、研究プロセスの秘密、資金源の秘密、研究成果の秘密、若しくは、公表又はア

クセスへの制限を求める MIT のアカデミックな組織（リンカーン研究所を除く）で行わ

れる全ての研究は、Provost9の事前の承認を得なければならないことを、MIT のポリシー

とする。Provost は Faculty Policy Committee の助言を求めるものとし、すべての承認し

                                                   
8 MIT Policies and Procedures, 14-2.Open Research and Free Interchange of 
Information（http://web.mit.edu/policies/14/14.2.html） 
9 MIT では、Provost は、the President、the Chancellor、学院長（Deans）とともに、

MIT の教育研究プログラムを運営する責任を分担するとされ、chief academic officer とし

て教育研究プログラムの予算及び計画に関する権限を持つとされる。 
http://orgchart.mit.edu/senior-leadership 
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た案件について同委員会に情報提供するものとする。MIT での制約のない研究が国家安全

保障に重要な場合、研究成果が学術界に情報提供されると同時に関連する政府機関にも情

報提供されるよう、適切に努めるものとする。 
 
 学位論文は、学部生か大学院生により取り組まれるものかを問わず、MIT の研究プログ

ラムの一部をなすものであり、キャンパスにおける秘密研究あるいはその他の制約付き研

究に関する上述のポリシーの対象である。学生にクリアランス 10や論文完成時のレビュー

を求める学位論文は、Provost の事前承認を得なければ、着手してはならない。大学院生

の学位論文が関係する場合、Provost は既存のポリシーの修正を要する場合は Committee 
on Graduate School Policy の助言を求めるものとし、すべての承認した案件について同委

員会に情報提供するものとする。 
  

                                                   
10 引用者注：秘密情報へアクセスするための資格審査の意味と思われる。 
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（参考４－２）米国マサチューセッツ工科大学（MIT）Open Research and Free 
Interchange of Information 
 

 
 
出所：MIT Policies and Procedures, 14-2.Open Research and Free Interchange of 
Information（http://web.mit.edu/policies/14/14.2.html） 


